農地転用許可不要届

竹富町農業委員会会長　様

令和　　年　　月　　日
住所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（電話番号）　　　　　　　　　　　　　　
農地法第4条第1項第8号（農地法施行規則第29条第1項各号）及び農地法第5条第1項
第7号（農地法施行規則第53条第1項各号）に規定する農地転用許可不要案件について下記のとおり転用したいので、届けます。
記
1． 事業の名称
2． 事業の目的
３．事業計画の概要
（１）施工面積　　　　　　　 　㎡
（２）施工の時期　　　　　　町の受理日　～　令和　　　年　　　月　　　日
（３）計画地に関する施設の種類、数量
（４）転用しようとする事由の詳細

４．計画地の概要
（１）所　　在　　竹富町
（２）面　　積　　　　　　 　　㎡
（３）所 有 者　　住所（　　　　　　　　　　　　　　）・氏名（　　　　　　　　　）
（４）権利形態　　所有権　・　賃借権　・　使用貸借
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5． 農業振興地域の整備に関する法律との調整
（１）農振農用地区域の該当の有無　　　　有　　・　　無
（２）（１）が該当する場合の手続状況
（３）地域計画（目標地図）該当の有無　　有　　・　　無
（４）（３）が該当する場合の手続状況

６．添付書類（1部）
事業計画書、登記全部事項証明、立平面図、現況写真
電気通信事業認定書（写し）※該当の場合

【農地転用許可不要届済証明書発行条件】
１．農地転用許可不要届に記載された事業計画に従って事業の用に供すること。
２．農地転用許可不要届に係る工事が完了したときは、遅滞なく現況証明願を農業委員会へ
提出すること。（完了状況を示す写真及び同写真の撮影方向を示す図面を添付すること）
３．地目変更の登記は、所有者にて遅滞なく行うこと。


（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限）
農地法第五条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を除く。次項及び第四項において同じ。）にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
七　その他農林水産省令で定める場合

（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外）
農地法施行規則第五十三条
法第五条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
十一　電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合

十四　認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系（その支持物を含む。）若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合



